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マイナンバーカードの交付を推進するため、休日でなければ窓口に来られない方の

ために、次のとおり窓口を開設しますので、利用してください。  

  既に申請済のカードの受け取りや電子証明書の更新・発行、カードの新規申請がで

きます。新規申請ではオンライン申請サポートも行いますので、写真がなくてもカー

ドが申請でき、カードを郵送で受け取ることも可能です。  

 ※システムメンテナンスのため、日程を変更することがあります。  

 

開設日時 

2 月 21 日（土） ８：３０～１２：００ 

 

【場  所】 役場本庁舎２階 町民課窓口  

 

【取扱業務】  

（1）マイナンバーカードの申請・受け取り  

（2）電子証明書の更新・発行  など  

 

いずれの手続きも本人確認書類が必要です。  

ご不明な点等につきましては、事前に問い合わせてください。  

 

照会先 町民課窓口係 電話（85）7160

 
マイナンバーカード専用 

休日窓口開設 

新規申請写真不要！ 郵送受け取り可！ 



 

月 日  

サイン  

★ 読み終わったらすぐ次の方へ回覧しましょう。 
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４月 30 日（木）まで受付を実施している「令和７年度箱根町物価高騰対策定額給  

付金」の申請にかかる支援を次のとおり実施します。 

申請のやり方がよくわからない、おひとりで申請するのに不安がある方など、皆さ 

んの給付金申請を町職員が支援します。 

 ぜひ利用してください。 

出張申請支援窓口開設スケジュール 

開 設 日 時   間 場   所 

３月３日（火） 
9:00～12:00 

13:30～16:00 
温泉公民館 

３月 10 日（火） 
9:00～12:00 

13:30～16:00 
宮城野公民館 

３月 12 日（木） 9:00～11:30 
町役場分庁舎 4F 

第 6 会議室 

３月 16 日（月） 13:30～16:00 
町役場分庁舎 4F 

第 6 会議室 

３月 17 日（火） 
9:00～12:00 

13:30～16:00 
仙石原公民館 

３月 24 日（火） 
9:00～12:00 

13:30～16:00 
箱根出張所 

３月 31 日（火） 
9:00～12:00 

13:30～16:00 
温泉公民館 

４月６日（月） 
9:00～12:00 

13:30～16:00 

町役場分庁舎 4F 

第７会議室 

４月７日（火） 
9:00～12:00 

13:30～16:00 
宮城野公民館 

４月 14 日（火） 
9:00～12:00 

13:30～16:00 
仙石原公民館 

４月 21 日（火） 
9:00～12:00 

13:30～16:00 
箱根出張所 

 

※ご来場の際は、町から送られてきた申請書、振込口座の通帳、身分証明書 

（運転免許証・マイナンバーカード等）を必ずお持ちください。 

照会先 町民課（85）7160 

 
物価高騰対策定額給付金にかかる 

出張申請支援窓口を開設します 
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小涌谷地域は明治以降、財界の有力者たちがこ

ぞって別荘を建て、温泉別荘地として発展しまし

た。別荘建築の一部は現在でもレストランなどと

して活用されながら、国登録文化財として保護も

されています。  

このような登録文化財建造物の見学を通じて、

箱根の歴史についての理解を深めていただく機会

として、箱根探訪会「小涌谷の近代建築をめぐる」

を開催します。  

令和７年度３回目にあたる今回の箱根探訪会は、

明治時代以降、小涌谷周辺に建造された別荘や旅

館といった近代建築を見学します。皆さんのご参

加をお待ちしています。  

【日 時】 3 月 18 日（水） 

午前 10 時 30 分～午後 3 時 

（受付：午前 10 時から）  

【集 合】 小涌園貴賓館前  

【解 散】 小涌園バス停前  

※ 全行程、徒歩で移動します。  

【見 学 先】 箱根小涌園迎賓館・貴賓館、三河屋旅館、 

小涌谷周辺散策  

【定 員】 20 人  ※ 定員を超えた場合は抽選となります。  

【参 加 費】 3,700 円 

（内訳：保険代 100 円、資料代 100 円、昼食代 3,500 円）  

※ 昼食は、蕎麦と天ぷら（予定）。  

※ 参加費は当日徴収します。  

【申込期限】 2 月 27 日（金）必着  

【申込方法】 「往復はがき」もしくは「電子メール」にて受け付けます。  

１人につき１回のみ、１枚のはがき、または、１回のメールで２人ま 

でお申込できます。 

お申し込みには、参加される方全員の①住所  ②氏名 ③年齢 ④性  

別 ⑤電話番号  ⑥今回の探訪会開催を知った方法を記入して申し込

んでください。  

【申 込 先】 

往復はがきの場合 〒250-0311 箱根町湯本 266 生涯学習課文化財係  

電子メールの場合 kyoudo@town.hakone.kanagawa.jp 

照会先 生涯学習課文化財係 電話（85）7601 

 
令和 7 年度 第 3 回 箱根探訪会 

「小涌谷の近代建築をめぐる」参加者募集 

貴賓館 

三河屋旅館  
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町立公民館の利用日程などの調整を行う利用打ち合わせ会議を、次のとおり開催し

ます。 

この会議は、おおむね月１回以上公民館を利用している団体の方々を対象に、利用

日の調整などを行うものです。  

すでに公民館を定期的に利用している団体、また、４月以降新たに利用したいと考

えている団体の方は、代表者の出席をお願いします。  

地域の皆さんの“ふれあい・創造・学習の場”として、公民館を有効に活用いただ

けるよう、ご協力をお願いします。  

なお、営利を目的とする場合など、内容によっては利用できない場合があります。

詳しくは、社会教育センターへ問い合わせてください。  

 

【日時等】  

会  場  日  時      対    象  

社会教育センター  
３月 12 日（木） 

14 時 30 分～ 
社会教育センター利用団体  

 

※ 仙石原公民館・温泉公民館・宮城野公民館の定期利用を新たに希望する団体につい

ては、個別に対応します。社会教育センターへ問い合わせてください。  

 なお、書類の提出は、３月 4 日（水）までに各公民館に持参してください。  

 

 【その他】体調がすぐれない方は、ご遠慮くださいますようお願いします。  

 

【持ち物】筆記用具、利用申し込み関係書類  

 

 

照会先 社会教育センター 電話 （82）2694 

 

 

 

 

 

 

 公民館等利用調整会議の開催について 
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家庭で使わなくなった品物などを、ごみに出す前に「不用品交換情報」

に登録しませんか。他に必要としている方に、有料または無料で譲ること

ができます。また、同時に譲ってほしいものの情報登録も受け付けていま

す。 

 

                           （1 月 23 日現在）  

番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

1406 冷蔵庫 
幅 500 ㎜ 奥行 500 ㎜ 

高さ 1,600 ㎜ 東芝製 
普通 有料 

1412 冷蔵庫 

ハイアール  

型番：JR-NF121B 2 ドア  

色：白 右開き 121ℓ  

良い  有料 

 

1413 

 

洗濯機 

エルソニック 全自動 4.5Ｋ  

型番：ＥＨＬ45Ａ  

色：白に近いグレー  

485×500×890 ㎜  

良い 有料 

 

※ 状態は新品・良い・普通・多少傷ありの 4 段階で表しています。  

※ 掲載期間は登録日から 6 か月間です。  

※ 本情報は、町内在住者、在勤者に有効となります。  

※ 希望の品物が見つかったら、登録者の連絡先を知らせますので、環境課まで連絡

してください。その後の引き取り方法などの交渉は当事者間で行ってください。  

※ 問題が生じた場合は、当事者間の話し合いなどにより解決してください。  

※ 品物の写真を下記アドレスまで送付していただいた場合、一緒に掲載します。より

品物の状態がわかるのでおすすめです。  

※ この情報はまちだより発行日と同日に町ホームページにも掲載しています。不用品

交換が成立すると随時更新するので、ホームページも併せて確認してください。  

       申込・照会先 環境課環境政策係 電話（85）9565 

e-mail:web_kankyou@town.hakone.kanagawa.jp 

 

番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

2144 
猫用品 

(猫ボランティアで使用) 
ケージ、シート、フード等  普通 無料 

不用品交換情報 譲ります！ 

譲ってください 
 
 
 

譲ってください!! 
 
 
！ 

譲ります     
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てんぐ巣病に罹っている宮城野園地のサクラの枝を 2～3 月頃に剪定します。  

また、サザンカも同月頃に剪定します。  

ご理解、ご協力をお願いします。※通行への支障はありません。  

 

【案内図】  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

     

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会先 都市整備課都市計画係  電話（85）9566 

 

 

サクラの枝とサザンカ 

剪定作業実施のお知らせ 
 

・てんぐ巣病とは、  

カビの一種が原因で発生する伝染病で、病気

にかかった枝についた葉の裏面に形成され

た病原菌の胞子が、空気中に飛んで感染して

いきます。感染すると枝が異常に発生して、

花が咲かなくなる病気です。  

枯れた枝を剪定しますので、サクラの木全体

がきれいに見えます   

さくら館 

サクラの木剪定箇所 

サザンカ剪定箇所 
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老朽化した水源井戸ポンプの更新工事を行います。  

工事中は、ポンプの運転を停止するため、一時的に配水池の貯水量が少なくなります

ので、節水にご協力ください。  

大変ご迷惑をおかけしますが、水の安定供給のための工事ですので、ご理解とご協力

をお願いします。  

【場所】  

箱根地内（箱根第 2 水源）  

 【工事予定日程】  

  ３月５日（木）午後 10 時 ～ 3 月６日（金）午前６時  

  ※天候などの状況により変更する場合があります。詳細については、お問い合わせく

ださい。  

 【協力依頼区域】  

  次の地図の太線で囲まれた区域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会先 上下水道温泉課水道工務係  電話（85）9569 

 

●箱根第 2 水源  

工事に伴う節水にご協力ください（箱根地内） 


